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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１

２

３

(注)・　配当年次に達しているにも関わらず、何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して
　　　　ください。なお、理由については可能な限り具体的に記入してください。

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については記入しないでください。
　　　・　教職大学院の場合は、「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１

２

３

(注)・　設置時の計画にあり、何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお、理由については可能な限り具体的に記入してください。

(注)・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する大学の所見、
　　　　学生への周知方法、今後の方針などを可能な限り具体的に記入してください。

　　　・　該当がない場合は「未開講の理由、代替措置の有無」欄に「該当なし」と記入してください。

　　　・　該当がない場合は「廃止の理由、代替措置の有無」欄に「該当なし」と記入してください。

（３） 未開講科目

未開講の理由、代替措置の有無

該当なし

　　　　ください。
　　　・　専門職大学等の場合は、「一般・専門」を「基礎、展開、職業専門、総合」と修正して記入して

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし。

　　　・　専門職大学等の場合は、「一般・専門」を「基礎、展開、職業専門、総合」と修正して記入して
　　　　ください。

（４） 廃止科目

　　　・　教職大学院の場合は、「一般・専門」を「共通・実習・その他」として記入してください。

該当なし

廃止の理由、代替措置の有無
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（１）ー②担当教員表に関する変更内容

(注)・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　　　なお、改正前大学設置基準等に基づいて認可を受けて設置された学部等が、改正後大学設置基準等への適用のため、大学が基幹教員の要件を満たすと判断した

　　　　「専任教員」を「基幹教員」とする場合は、ＡＣ教員審査を受審する必要はない扱いとしています。（改正後大学設置基準等の適用にあたり、

　　　　「基幹教員」の担当授業科目を追加する場合、「基幹教員」の担当授業科目の内容を変更するなど、ＡＣ教員審査の受審を求めていた事由が発生する場合は、ＡＣ教員審査を受審する必要があります。）

　　　・　不要な年度（令和６年度開設であれば令和５年度以前）の表は適宜削除してください。

●専任教員
・片瀬一男教授：定年退職のため辞任。担当科目は鈴木努教授（専任）、片方江准教授（専任）、杉山佳子講師（専任）、高木竜輔講師（兼任）に変更。
・鈴木努教授：「社会統計学Ａ」「社会統計学Ｂ」を担当。
・岩田（本田）友紀子准教授：「数理の科学」を削除。
・片方江准教授：「応用統計学」を担当。
・木村敏幸准教授：「数理の科学」を削除。
・佐藤篤准教授：「数理の科学」を削除。
・星野真樹准教授：「数理の科学」「基礎数学」を削除。
・渡邊圭講師：「科学的思考の基礎」を削除。
・田所裕康准教授：2024年４月から就任。担当科目は「ＡＩ社会の基礎」「オープンデータの活用とデータの可視化」「科学的思考の基礎」「自然情報科学」「情報理論基
礎」。
・杉山（小久保）佳子講師：2024年４月から就任。担当科目は「科学的思考の基礎」「基礎統計学」「経営学概論」「社会調査基礎論」「情報とビジネス」。

●兼担・兼任教員
・2024年４月昇任による職位変更、教養教育科目等を全学共通科目の位置づけにしたこと、教育課程編成上の都合等の理由により、５ 教員組織の状況＞(1)-①のとおり変
更。

【令和７年度】
●基幹教員
・石田弘隆教授：「数学科教育法（応用）」を担当。「数理の科学」を削除。
・鈴木努教授：「社会統計学Ａ」「社会統計学Ｂ」を削除。
・片方江准教授：「数理の科学」を削除。
・小林信重教授：2025年４月昇任による職位変更（准教授→教授）。
・星野真樹准教授：「基礎数学」「数理の科学」を担当。「数学科教育法（概論）」「数学科教育法（理論）」「数学科教育法（実践）」「数学科教育法（応用）」を削
除。
・村上弘志教授：令和７年４月１日～令和７年７月31日サバティカル取得。
・田所裕康准教授：「情報学演習Ａ」「情報学演習Ｂ」を担当。
・杉山（小久保）佳子講師：2025年４月昇任による職位変更（講師→准教授）。「プロジェクトマネジメントと組織論」「マーケティングリサーチ」「情報学演習Ａ」「情
報学演習Ｂ」を担当。「科学的思考の基礎」「社会調査基礎論」を削除。
・山﨑真帆講師：2025年４月から就任。担当科目は「社会調査基礎論」「社会調査法」「社会統計学Ａ」「社会統計学Ｂ」「情報学演習Ａ」「情報学演習Ｂ」。

●基幹教員以外の教員
・2025年４月昇任による職位変更、教育課程編成上の都合等の理由により、５ 教員組織の状況＞(1)-①のとおり変更。

　　　　 　　　　

【令和５年度】
●専任教員
・村上弘志教授：2023年４月昇任による職位変更（准教授→教授）。

●兼担・兼任教員
・2023年４月昇任による職位変更、統合されたキャンパスの文理融合を促進することを目的として、教養教育科目等を全学共通科目の位置づけにしたこと等の理由により、
５ 教員組織の状況＞(1)-①のとおり変更。

【令和６年度】

　　　・　認可で設置された学部等の基幹（専任）教員を変更する場合は、当該基幹（専任）教員が授業を開始する前に必ず「基幹（専任）教員採用等設置計画変更書」を提出し、

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（ＡＣ教員審査）を受けてください。

　　　・　ＡＣ教員審査の結果、「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。

　　　　なお、設置認可審査時に教員審査省略となっている場合は、「教員審査省略」と記入してください。

　　　　原則としてＡＣ教員審査を受けずに基幹（専任）教員として授業等を担当することは出来ません。
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